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今や学校は、ブラック企業か！？
そうあってほしくない! 教諭も、常勤・非常勤講師も、
誰もが人間らしく、先生らしく働きたい！！

本気で、こんな勤め方を変えるときは…「今でしょ！！」

《ある非常勤講師からの告発文》 要約

非常勤の私は、３年生１6時間と特別支援学級２時間、授

業準備2時間で週合計２０時間の勤務とされています。

空きの２時間でやらなければならないテスト作成・採点は、

まとめテスト４回、単元テスト６回、実力テスト３回、その他の小

テストとなります。それに加えて授業準備、ノートの点検、問題

集点検、プリント点検、成績処理４回等々ということになり、到

底不可能な仕事量です。

私の時間給は２,８５７円ですが、労働時間で割ると実質は

1,000円以下でしょう。時間がない時は家でもプリントを作成

したり、小テストをつくったりしています。テストなどは家で作っ

ておかないと無理です。４月は５日間ほどボランティアで来い

と言われ、もちろんその日は支払われませんから４月の給料

は、１２万ほどでした。そこから有料道路代、ガソリン代を引くと、

ほんとうにボランティア同然となってしまいました。もちろん、夏

休み中などに給料はありません。また給食指導も強制させら

れていましたが、知教労の方にかけあっていただき、それはな

んとか解消いたしました。５時間連続の授業の中で給食指導

が入ることは体力的にも精神的にももたない状態でした…。

こういう実態を承知で、学校側は安くてポイ捨てのできる

非常勤を大量に雇って、予算を押さえて教育委員会にいい

顔をしている。本当にだまされた気持ちです。

《告発文、続き》 要約

問題はこの体制に対して誰も何

も言わないという事です。以前、私

が働いていた職場（他県）では、生

徒指導主任はいたものの教務主

任、校務主任、学年主任はいません

でした。この学校のように教師管理

にだけ重きをおく学年主任は必要

ありませんし、校内を掃除している

校務主任も必要ありません。掃除

は、用務員さんの仕事でした。

たまに私が授業がなく職員室に

いますと職員室には管理職、事務

職員、用務員がいて、わいわいがや

がや楽しく会話しているのです。か

たや暑い中働いている教諭や非常

勤。信じられない世界です。正規教

諭の人などは朝は７時半から出勤、

学校を出るのは１０時、１１時が当たり

前です。これでは正常な人間の生

活などのぞめませんし、教育に携わ

る人間の精神状態ではないと思い

ます。

知教労知教労知教労知教労TwitterTwitterTwitterTwitter

15～18連勤で疲労困憊の下、
でも、元気に悶々とツイート中

30代一人暮らし知教労Twitter。4月
に買った学校サンダルがもう壊れたけど
買いに行くヒマがない…。今晩洗濯しな
いと明日着ていく服がない…。それでも
7時に出勤しなきゃいけない…。

知名度もようやく上がり、フォロワーも
増加中！

知教労 ｜｜｜｜▼ で検索！
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全市あげての…「ドッジボール大会」は必要か？

データで見る教員の実態 第データで見る教員の実態 第データで見る教員の実態 第データで見る教員の実態 第39回回回回

『生徒指導・人間関係・校務・学習指導』

今回も先月に引き続き、文部科学省の「教職員のメンタルヘルス対策

について（最終まとめ）」からです。先月は、休職直前まで3分の2もの方

が受診していなかったというデータがあることをお伝えしました。さて、今

回は東京都教職員互助会三楽病院が実施した調査結果から分析しま

す。

最も多かったのは

生徒指導で35％、保

護者との関わりについ

ては3％と比較的少な

い状況でした。

また、年代別にみると、40～50歳

代では［校務］の割合が高くなっていまし

た。（40歳代：15.1%、50歳代：11.9%） これら中堅以上の教職員に校内

の仕事が集まりやすく、そのことに対してストレスを感じることが多くなると

ともに、若手の教職員の人材育成に関わったり支援したりする余裕がなく

なってきていることも考えられます。他方、20歳代では［生徒指導］の割合

が最も高くなる（37.9%）とともに、［学習指導］の割合も比較的高くなって

おり（19.1%）、若手が中堅以上の教職員に相談できていなかったり、校

内における若手の教職員に対するサポートが必ずしも十分ではない状

況が伺えます。

これは一医療機関のデータですが、現状をよく現しています。保護者

との関係で受診する方は意外に少なく、校内の協力によって減らすこと

ができそうにも考えられます。働きやすい・助け合うことのできる職場づくり

が求められているようです。

メンタルヘルス受診の要因(H23)

生徒指導 35%

同僚･校長との

26%

人間関係

校務 10%

学習指導 9%

保護者との関わり 3%

知ってるつもり・Ｑ＆Ａ

限定正社員限定正社員限定正社員限定正社員とはとはとはとは？？？？

Ｑ 最近、ニュース等で『限定正社員』という言葉をよく耳にします。いった

いどのような雇用形態なのですか。

A 限定正社員とは、今春、政府の産業競争力会議や規制改革会議でル

ール整備が提案されました。残業はない、転勤がない、業務内容の変

更はないなどの条件がある代わり、賃金は安くなっています。

政府のふれこみは、子育て中の女性が働きやすいとか、時間にしばら

れたくない労働者に都合のよい形態である、などが宣伝文句として言わ

れていますが、注意すべきことがあります。

一つは、正規雇用、非正規雇用につぐ３番目の雇用形態であり、雇用

の形態が細分化され、労働者の格差がさらに広がるということです。

もう一つは、雇用者が簡単に労働者を解雇できるということです。教員

を例に考えると、ある小学校に特別支援学級担任限定正規採用教諭と

して勤めていた教員がいたとします。その学校の特別支援学級に在籍

する児童がいなくなり廃級になったとすると、その教諭

は自然に雇用が打ち切られることになります。このよう

なことが、広く行われるようになれば、雇用の不安定さ

はますます大きくなります。

このように、限定正社員とは、雇用する側にとって働

かせ方の自由を拡大するという側面をもちます。現に、

多くの企業で労使の対立が表面化しています。これ

からの動きに十分注意していかなければいけません。

ドッジボールはレクリエーションとしては手軽で、クラスの催し等で楽しめ

る競技である。しかし、球技として体育の授業で学ぶ内容があるのかと問わ

れれば、疑問符をつける教員が多いだろう。逃げ回っているだけの児童は

ボールの軌跡を予測すること以外に何も学ぶことはない。球技で学ぶことと

は投げたり蹴ったりが自由にでき、作戦を立てて、コートという空間を支配

し、得点をあげることだろう。

ある市では小学校対抗のドッジボール大会を開催している。土曜日の市

内大会には移動用のバスまで用意されている。それによって学校をあげて

のドッジボール過熱化が問題となっている。

例えば、1年から6年までが指導要領にないドッ

ジボールをしている。大会が近づくと体育館には専

用のコートがラインテープで作られる。教師は審判

講習を市と校内で行う。校内でクラス優勝するため

指導要領には関係がないドッジボールが堂々と体

育の授業時間に行われている……。もう6年間も市

教委にそのことを提言し続けてきた。すると「投げる

力が伸びた」などと平然と答えるのである。現任校

に転勤してきたとき、運動場で1年生から6年生まで、同時にドッジボールを

体育として実施している風景は異常だった。さすがに最近は、２学期の体

育の授業がドッジボールだらけなのが校長らの目にとまり、授業でドッジボ

ールをすることは減ってきたが、０ではない。現任校では、中学年と高学年

の代表を決める校内代表戦で授業を３時間ずつ潰して行った。

１学期にはドッジボールの練習に加えて、運動会の練習で１０数時間費

やす。指導要領にないドッジボールをするため、何が犠牲になっているの

かといえば、器械運動や陸上運動である。前任校の運動会に招かれて出

かけたが、華麗なバトンパスが行われていた。比べてみて現任校では６年

生でも加速したバトンパス１つできないので、歯がゆく思う。「加速してバトン

を受け渡すのでリレーをするとタイムが縮まる」というバトンパスの技術は非

常にわかりやすく、３、４年生でも練習すれば全員の子がタイムを縮めること

ができるのに…。

大体、体育という教科をなめていないか。算数で指導要領に記載されてい

る内容を教えて出来るようにさせなかったらえらい問題になるだろうに、体

育では平気で許されている。今年も市教委にそのことを話さなければと思う

と憂鬱になる。 （M）

空き時間を取ることができません。本校では登下校、長い放課、給食、体

育の支援に、保護者にも来ていただいています。ボランティアの人も入っ

てくださることがあり、低学年の交流学習では、生活指導員にもしっかり協

力していていただいています。

こうしてなんとか２ヶ月過ぎましたが、周りの手助けがなかったら、とても

過ごすことはできなかったでしょう。

特別に支援が必要な学級であるからこそ、実態に合わせて学級定員を

減らすなどの人事配置や、教育環境整備を充実させるよう訴えます。

（S）

北から南から ～～～～支部支部支部支部だよりだよりだよりだより～～～～

特別支援学級に在籍する児童・生徒数は、毎年増え続けています。

その多くは、自閉症・情緒障がいと知的障がいです。愛知県では、

８,０００人を超え、毎年４００人の割合で増えています。

本校は、知的障がい学級１クラス８名、自閉症・情緒障がい学級１クラ

ス８名です。特別支援学級の定員は、１学級８名ですので、定員一杯の

状態です。教員は、各クラス担任１名ずつに加配１名の３名です。担任

外で６時間ほど入っています。全く目が離せない児童、車いすの児童、

視力にも障がいをもった児童が在籍し、必要な支援も多様で、まったく


